
籍
の
該
当
箇
所
す
べ
て
が
、
原
告
の
名
誉
を
毀
損

し
そ
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
並
び
に
真
実
性
も
真
実
相
当
性
も
認
め
ら
れ

な
い(

原
告
へ
の
取
材
す
ら
行
っ
て
い
な
い
等)

と

認
定
し
て
賠
償
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
を
言

い
渡
し
ま
し
た
。
令
和
２
年
１
月
30
日
、
高
裁
判
決

は
こ
の
一
審
判
決
を
基
本
的
に
維
持
し
ま
し
た
。
敗

訴
し
た
菅
野
完
被
告
は
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て

最
高
裁
判
所
へ
の
上
告
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
棄

却
・
確
定
し
た
も
の
で
す
。

　

谷
口
雅
宣
総
裁
率
い
る
現
教
団
は
、
か
か
る
虚
偽

に
満
ち
た
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
裁
自

ら
自
身
の
ブ
ロ
グ
や
各
種
刊
行
物
に
お
い
て
同
書
の

内
容
を
高
く
評
価
・
推
奨
し
、
全
国
の
教
化
部
を
通

じ
て
広
く
信
徒
に
同
書
を
頒
布
し
て
教
団
の
各
種
研

修
会
等
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
せ
る
な

ど
、
虚
偽
の
流
布
に
加
担
し
て
き
ま
し
た
。
現
に
、

教
団
の
聖
典
頒
布
部
門
で
あ
る
世
界
聖
典
普
及
協

会
は
、
い
ま
だ
に
同
書
を
「
聖
典･

書
籍
」
と
し
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載（
令
和
３
年
２
月
14
日
現
在
）し
、

販
売
を
続
け
て
い
ま
す
。社
会
事
業
団
は
こ
れ
ま
で
、

こ
の
教
団
の
誤
り
を
指
弾
し
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　
谷
口
雅
宣
総
裁
及
び
現
教
団
は
、
か
か
る
い
か
が

わ
し
い
書
を
準
聖
典
と
し
て
信
徒
に
虚
偽
情
報
を

与
え
続
け
て
き
た
悪
業
を
猛
省
し
、
全
信
徒
に
直
ち

に
謝
罪
す
る
よ
う
強
く
要
求
し
ま
す
。

正義の判決を確定した最高裁判所

『日本会議の研究』は名誉毀損・事実無根の書 であるとの判決確定 !!

いかがわしい書を準聖典扱いとして信徒に虚偽情報を与えた教団に謝罪を要求します！

　

谷
口
雅
宣
総
裁
の
教
団
が
準
聖
典
扱
い
に
し
て
、

全
国
の
組
織
行
事
等
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
信
徒
に

強
要
し
た
『
日
本
会
議
の
研
究
』
に
対
し
、
最
高

裁
判
所
は
、
令
和
２
年
10
月
28
日
、『
日
本
会
議
の

研
究
』
の
著
者
菅
野
完
被
告
の
上
告
を
棄
却
し
、

同
書
中
の
個
人(

81
歳
男
性)

に
つ
い
て
の
記
述

が
、
同
人
の
名
誉
を
毀き

そ
ん損
し
真
実
性
も
真
実
相
当

性
も
認
め
ら
れ
な
い
虚
偽
記
述
で
あ
る
と
認
定
し

賠
償
金
支
払
い
を
命
じ
た
東
京
高
裁
判
決
を
確
定

さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
謝
罪
広
告
等
請
求
事
件
は
、
平
成
28
年
５

月
１
日
に
㈱
扶
桑
社
よ
り
発
行
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

十
数
万
部
以
上
販
売
さ
れ
て
い
る
菅
野
完
著
『
日

本
会
議
の
研
究
』
に
お
い
て
〝
日
本
会
議
を
支
配

す
る
人
物
〟
等
と
記
載
さ
れ
た
個
人
が
、
そ
の
記

載
内
容
が
ま
っ
た
く
事
実
に
反
し
て
お
り
、
虚
偽

事
実
の
た
め
名
誉
権
が
著
し
く
侵
害
さ
れ
て
お
り
、

同
書
籍
の
販
売
継
続
に
よ
り
重
大
か
つ
著
し
く
回

復
困
難
な
損
害
を
蒙
る
と
し
て
、
著
者
に
対
し
て

損
害
賠
償
、
謝
罪
広
告
及
び
出
版
差
し
止
め
等
を

請
求
し
た
事
件
で
す
。

　

東
京
地
裁
は
、
慎
重
な
審
理
の
結
果
、
令
和
元

年
６
月
19
日
、
原
告
個
人
の
社
会
的
地
位
を
低
下

さ
せ
る
記
述
と
し
て
削
除
を
請
求
さ
れ
た
本
件
書

内
田
智
弁
護
士
（
一
審
原
告
訴
訟
代
理
人
）

の
コ
メ
ン
ト

　
「
最
高
裁
判
所
が
、本
日
（
令

和
２
年
10
月
28
日
）、
公
正
か

つ
断
固
た
る
正
義
の
決
定
を

下
さ
れ
た
こ
と
に
深
く
敬
意
を
表
し
、
心
か
ら
歓

迎
し
ま
す
。
本
件
書
籍
の
著
者
で
あ
る
菅
野
完
氏

は
、
一
審
及
び
控
訴
審
の
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
事

実
認
定
し
最
高
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
確
定
し
た

と
お
り
、
一
審
原
告
へ
の
取
材
す
ら
行
わ
ず
、
同

氏
の
名
誉
を
著
し
く
毀
損
す
る
虚
偽
内
容
の
記
事

を
記
載
し
て
同
氏
に
重
大
か
つ
回
復
困
難
な
損
害

を
与
え
続
け
て
お
り
ま
す
。
慎
重
な
審
理
の
結
果
、

一
審
原
告
に
関
す
る
『
日
本
会
議
の
研
究
』
の
記

述
に
は
真
実
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
賠
償
金

の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
が
確
定
さ
れ
た
以
上
、

深
く
反
省
し
、
社
会
的
責
任
を
潔
く
取
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」

虚偽の書籍と
　　認定された
『日本会議の研究』

最高裁勝訴

最高裁決定を伝える産経新聞
（令和 2年 10 月 30 日付）

令和３年３月１日

著者のいかがわしい
　行状を報道した
　　　週刊誌の記事



一
、
祖
国
再
建
・
憲
法
改
正
の
国
民
運
動
の
崇
高
な
名
誉
が
護
ら
れ
た

歴
史
的
意
義

　

尊
師
谷
口
雅
春
先
生
は
、
戦
後
日
本

の
混
迷
は
す
べ
て
現
憲
法
に
起
因
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
、〝
諸
悪
の
因
〟
現

憲
法
の
改
正
を
熱
願
さ
れ
ま
し
た
。

　

尊
師
の
願
い
を
受
け
て
、
生
長
の
家

の
信
徒
は
、
祖
国
再
建
・
憲
法
改
正
の

国
民
運
動
の
中
核
と
な
っ
て
き
た
尊
い

歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

菅
野
完
被
告
は
、
平
成
二
十
八
年
、

参
議
院
選
挙
の
直
前
、〝
憲
法
改
正
を
阻

止
す
る
た
め
、『
日
本
会
議
の
研
究
』
を

急
い
で
出
版
し
た
〟
旨
を
明
言
し
て
い
ま
す
。
同
書
は
こ
の
よ
う
な
策
謀

の
下
、〝
安
倍
政
権
は
日
本
会
議
と
い
う
カ
ル
ト
的
団
体
の
支
配
下
に
あ
り
、

そ
の
団
体
は
元
生
長
の
家
幹
部
の
一
個
人
が
黒
幕
的
支
配
者
で
あ
る
〟
と
の

一
大
虚
構
を
捏
造
し
流
布
す
る
こ
と
に
よ
り
、
愛
国
の
国
民
運
動
に
打
撃
を

与
え
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
と
論
評
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
最
高
裁
判
所
に
よ
り
確
定
し
た
判
決
に
よ
っ
て
、
同
書
の
記
事
の

真
実
性
が
否
認
さ
れ
、
国
民
運
動
の
崇
高
な
名
誉
が
護
ら
れ
ま
し
た
。

二
、『
理
想
世
界
』
百
万
運
動
に
挺
身
し
た
同
志
達
の
誇
り
と
名
誉
が

護
ら
れ
た
歴
史
的
意
義

　

昭
和
四
十
七
年
、〝
天
皇
を
思
う
百
万
の

愛
国
青
年
を
結
集
す
る
〟
と
の
願
い
を
も
っ

て
、
生
長
の
家
青
年
会
の
『
理

想
世
界
』
百
万
運
動
が
発
進
し

ま
し
た
。

　

青
春
を
燃
や
し
大
伝
道
に
立

ち
上
が
っ
た
全
国
の
青
年
会

同
志
の
挺
身
に
よ
り
、
昭
和

五
十
一
年
、感
激
の『
理
想
世
界
』

百
万
突
破
が
実
現
し
ま
し
た
。

  

尊
師
谷
口
雅
春
先
生
は
、
こ
の

教団の過ちを指弾した
社会事業団公式声明　

（平成 28年 6月 20 日）

年
月

事　
　
　

項

　　平成
27
２
菅
野
完
被
告
、
扶
桑
社
開
設
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
サ
イ
ト
（
ハ
ー
バ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
オ
ン
ラ
イ
ン
）

に
日
本
会
議
に
関
す
る
連
載
開
始

28
５
扶
桑
社
よ
り
菅
野
被
告
著
作
の
『
日
本
会
議
の

研
究
』
発
行
。
『
理
想
世
界
』
百
万
運
動
は
じ

め
多
く
の
事
実
無
根
・
名
誉
毀
損
の
記
事
が
あ

る
た
め
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
当
該
虚
偽
記
載

の
削
除
を
扶
桑
社
に
求
め
る
仮
処
分
命
令
の
申

立
を
行
う
。

６
谷
口
雅
宣
総
裁
の
現
教
団
は
、
最
高
首
脳
者
会

に
お
い
て
「
今
夏
の
参
議
院
選
挙
に
対
す
る
生

長
の
家
の
方
針
（
与
党
と
そ
の
候
補
者
を
支
持

し
な
い
）
」
を
決
定
。
同
方
針
を
信
徒
に
周
知
せ

し
め
る
目
的
で
菅
野
完
著
『
日
本
会
議
の
研
究
』

を
、
国
内
全
教
区
に
配
布
し
信
徒
に
購
入
を
勧

め
、
世
界
聖
典
普
及
協
会
に
取
り
扱
わ
せ
て
生

長
の
家
講
習
会
や
教
化
部
を
通
じ
て
頒
布
す
る

旨
を
通
達
し
た
。

こ
れ
に
対
し
生
長
の
家
社
会
事
業
団
は
同
教
団

決
定
を
〝
生
長
の
家
立
教
の
使
命
を
否
定
し
た
も

の
〞
と
強
く
指
弾
す
る
﹁
公
式
声
明
﹂
を
発
表
︑

そ
の
内
容
を
教
団
全
教
区
に
通
達
し
た
︒

10
菅
野
完
本
人
に
対
す
る
謝
罪
広
告
・
損
害
賠
償
・

削
除
請
求
の
民
事
訴
訟
を
提
訴

29
１
東
京
地
裁
、
扶
桑
社
に
対
し
、
『
日
本
会
議
の

研
究
』
の
名
誉
毀
損
・
事
実
無
根
の
箇
所
を
削

除
し
な
け
れ
ば
発
行
を
差
し
止
め
る
旨
の
仮
処

分
命
令
を
下
す
。

令和
元
６
東
京
地
裁
、
原
告
勝
訴
・
菅
野
被
告
敗
訴
の
判
決
。

『
日
本
会
議
の
研
究
』
は
原
告
の
名
誉
を
毀
損

し
、
真
実
性
・
真
実
相
当
性
も
認
め
ら
れ
な
い

と
し
て
損
害
賠
償
を
菅
野
被
告
に
命
令

２
１
東
京
高
裁
、
地
裁
判
決
を
基
本
的
に
維
持
す
る

判
決
を
下
す
。

10
最
高
裁
判
所
︑
菅
野
被
告
の
上
告
棄
却
︑
原
告

の
勝
訴
確
定

『
日
本
会
議
の
研
究
』
訴
訟
関
係
年
表

『理想世界』百万運動の誇りと名誉が護られた

破

『
日
本
会
議
の
研
究
』
訴
訟
　
最
高
裁
勝
訴
の
歴
史
的
意
義

『
理
想
世
界
』
百
万
突
破
を
心
か
ら
喜
ば
れ
、「
森
田
君
が
青
年
局
長
を

拝
命
し
て
以
来
『
理
想
世
界
』
誌
百
万
部
目
標
を
立
て
て
、
邁
進
し
た

結
果
、
︙
百
三
万
部
を
達
成
し
た
と
い
う
報
告
が
来
、
同
君
の
愛
国
の

熱
情
が
青
年
た
ち
を
鼓
舞
激
励
し
牽
引
す
る
力
が
如
何
に
多
い
か
を
示

し
て
い
る
と
思
う
。
日
本
の
国
が
思
想
的
に
危
機
に
立
っ
て
い
る
今
、

日
本
を
衛ま

も

る
者
の
中
核
と
な
る
も
の
は
『
理
想
世
界
』
誌
だ
と
思
う
。

こ
の
神
誌
は
住
吉
大
神
の
宇
宙
浄
化
の
機
関
誌
で
あ
る
。
日
本
の
愛
国

青
年
よ
、起
て
!!
」（『
生
長
の
家
』
誌
昭
和
51
年
３
月
号
）
と
仰
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
菅
野
完
被
告
は
、『
日
本
会
議
の
研
究
』
に
お
い
て
虚

偽
の
記
述
に
よ
っ
て
特
定
の
個
人
を
誹
謗
中
傷
し
、こ
の
『
理
想
世
界
』

百
万
運
動
を
汚け

が

し
貶お

と
しめ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
述
が
、
裁
判
所
の
判
決
に

お
い
て
、
真
実
性
が
な
い
と
認
定
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
た
び
の
最
高

裁
判
所
の
正
義
の
決
定
は
、『
理
想
世
界
』
百
万
運
動
に
捧
げ
た
全
国

の
同
志
の
方
々
の
誇
り
と
名
誉
を
永
遠
に
護
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

三
、
ま
と
め
ー
尊
師
の
願
い
を
裏
切
っ
た
谷
口
雅
宣
総
裁
の
現
教
団

は
本
来
の
﹁
生
長
の
家
﹂
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
最
高
裁
勝
訴

  

私
達
、
生
長
の
家

社
会
事
業
団
は
、
平

成
二
十
八
年
六
月
、

谷
口
雅
宣
総
裁
の
現

教
団
が
『
日
本
会
議

の
研
究
』
を
教
団
全

組
織
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
推
奨
す
る
こ
と
を
通
達
し
た
際
、
断
固
と
し
て
「
生
長
の
家
立
教

の
使
命
に
反
す
る
」
と
し
て
「
公
式
声
明
」
を
発
表
し
、
教
団
の
誤
っ

た
方
針
に
対
し
て
指
弾
し
ま
し
た
。

　

生
長
の
家
社
会
事
業
団
は
、
尊
師
谷
口
雅
春
先
生
よ
り
、
永
遠
に
生

長
の
家
の
正
統
な
教
義
を
護
持
し
普
及
す
る
聖
な
る
使
命
を
授
け
ら
れ

た
真ほ

ん
と
う実
の
「
生
長
の
家
」
と
し
て
、
こ
の
た
び
の
最
高
裁
判
所
勝
訴
に

よ
り
、
谷
口
雅
宣
総
裁
の
現
教
団
が
、
尊
師
の
願
い
を
裏
切
っ
て
お
り
、

本
来
の
「
生
長
の
家
」
と
は
全
く
別
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
と
宣
言
す
る
も
の
で
す
。

　
　

令
和
三
年
三
月
一
日
（
尊
師
立
教
九
十
一
周
年
の
日
）

祖国再建の国民運動に起ち上がった人々
＜今上陛下御即位奉祝国民祭典＞

（
文
責
公
益
財
団
法
人
生
長
の
家
社
会
事
業
団
理
事
長  

久
保
文
剛
）


